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年 月 日 年 月 日

277 3194

E-mail
アドレス kissawarissyou@mx4.nns.ne.jp

法人等の種別 社会福祉法人 法 人 所 轄 庁 甲斐市

申
 
請
 
者

フ リ ガ ナ シャカイフクシホウジン　キッサワリッショウホイクエン

法 人 等 名 称 社会福祉法人　吉沢立正保育園

主たる事務所の

所在地・連絡先

代 表 者 の
職 名 ・ 氏 名

職
名
理事長

フリガナ タカハシエイサイ

氏　　名 高橋栄斉

郵便番号 400 1112

山梨県 甲斐市吉沢705

電話番号 055 277 3194 FAX番号 055

施 設 名 称 吉沢立正保育園

法人の設立年月日 昭和 31 4 26

法人が実施している
事業名

保育所

事業所番号 1921051000145

フ リ ガ ナ キッサワリッショウホイクエン

FAX番号 055 277 3194

E-mail
アドレス kissawarissyou@mx4.nns.ne.jp

施設の所在地
・ 連 絡 先

郵便番号 400- 1112

山梨県 甲斐市吉沢705

電話番号 055 277 3194

連携施設の名称（地
域型保育のみ）

認可年月日 昭和 31 3 22 確認年月日

園長の氏名・職名
フリガナ タカハシエイサイ

職　名 園長
氏　　名 高橋栄斉

30平日 7 時

平成 27 3 30

時 30 分 ～ 6 時

30 分 ～ 6 時

時 分

30 分

日曜日 時 分 ～

開 所 時 間 2･3号

分

土曜日 7
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保育所

人 人 人 人

人 人 人 人

学級 （１学級当たり 人）

人 人 人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人 人 人

㎡ 室/ ㎡ 室/ ㎡ 室/ ㎡ 室/ ㎡

㎡/人 ㎡/人 ㎡/人 ㎡/人 ㎡/人

㎡ ㎡/人

休園日
※夏季休園日○月○日～△月△日、
○○行事の振替休日○月第△曜日

のようにご記入下さい

日曜日、祝祭日、年末年始（12月28日～1月３日）

利　用　定　員

2号認定
５歳児 ４歳児 ３歳児 合計

5 5 9 19

3号認定
２歳児 １歳児 ０歳児 合計

5 4 2 11

学 級 編 制 3 6.6

職
員
の
状
況

職　種 主任保育士 保育士 調理員 その他職員

配　置
職員数

1

非常勤 4 3

常　勤 1 2 1 1

医師（嘱託医） 有  ※内科医、歯科医の両方いる場合に「有」

教育・保育従事者1
人当たりの園児数

3.55　 人（非常勤職員は常勤換算して算出）

平均経験年数 35 22 20 15

専　従 兼　務 専　従 兼　務 専　従 兼　務 専　従 兼　務

常勤職員の労働時間 8 時間

施
設
設
備

設　備 園舎 乳児室 ほふく室 保育室

55

１人当たりの面積 8.47 4.95 5.06 3.43 1.83

遊戯室

居室数／面積 254.13 1 9.9 1 20.25 2 82.5 1

園庭
設置場所 全体の面積 満２歳以上児１人当たり面積

敷地内 710.34 29.59
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保育所

運営方針

1.当園は、教育・保育の提供に当たっては、園児の最善の利益を考慮し、そ
の福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努
めます。　　2.当園は、教育・保育に関する専門性を有する職員が、家庭と
の緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体
的に行います。　　　　　　　　3.当園は、園児の属する家庭や地域との
様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域
の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めます。

教育・保育の内容

当園は、保育所保育指針（平成２０年３月２８日厚労告１４１）を踏まえ、
次の教育・保育その他の便宜の提供を行います。
１．自然散策、仏教教育・保育（花まつり、成道会など）、食育（野菜作
り）、茶道（年長児）
２．送迎　希望者については、通園バスによる送迎を実施します（別途利用
者負担有）

子育て支援の実施状況
（実施している場合）

無

教育・保育の提供内容に
関する特色

利用料
（実費徴収・上乗せ徴収）

１、教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担金
・保護者会費　月額４００円
・絵本代　月額３６０円～４００円（年齢により金額が異なります）
・通園バス利用料　月額２２００円（利用者のみ）
２、時間外保育に係る利用者負担
・利用３０分あたり１００円
・１７：００以降の利用は、間食代相当として園長保育料とは別に５０円

苦情に対応する
窓口の状況

窓口設置の有無 苦情内容記録の有無 市町村への報告の有無

有 有
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